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文化施設による地域移行モデル  

基本事項・概要 

運営主体 大都市 政令市 中核市・そ

の他の市 

町村・へき

地 

文化施設（運営財団、指定管理者等） ◎ ◎ ◎ ○ 

概要 文化施設がその施設設備、人材を活用し、学校の部活動を地域移行させる。①文化施設内の

場所で活動する場合、②学校内での部活動を文化施設からの指導者派遣等の形で支援する

場合等がありうる。 

原則、学校が立地する地域又は近隣地域に立地する文化施設が運営主体となる。遠方から

の参加も可能ではあるが、移動の際の安全が確保されている必要がある。 

文化施設の持つ資源により、高度な技術指導から幅広い文化芸術体験まで対応可能である

が、少なくとも複数年間の事業を可能とする財源、組織体制等の確保が必要。特に指定管

理者を公募で選定する文化施設については、指定管理者が交代する場合にも活動を継続す

る仕組みが必要となる。 

 

図 1-1 想定される工程と役割 

部活動

の種類 

文化施設の文化資源と対応する部活動、又は、文化施設として支援実施計画を立案可能な

部活動であれば対応可。 

施設の大きさや人員により、支援可能な部活動規模が限定される。 

連携方式 

・形態等 

文化施設が、学校設置者（教育委員会、学校法人等）と部活動支援に係る契約を締結。 

契約内容は、支援内容・概要（講師の種類、指導内容等）、期間、支援の範囲（対象となる

学校数、部活動数等）、両者の責任の範囲、留意事項等。 

また、学校側のニーズに応じて、文化施設は活動計画を策定し、計画にのっとって部活動の
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地域移行又は学校での部活動支援等を実施する。 

①文化施設に所属する人材（芸術家、アートマネジメント人材、職員等）を活用する場合

や、②指導者等を新たに雇用又は委託する場合等がある。 

 

図 1-2 連携方式 

指導者 ①文化施設に所属する人材等、又は、②文化施設が新たに雇用等する人材等。また、学校と

の調整にあたっては、アートマネジメント人材等が参画することが有効。 

⚫ 中学生等に対する指導経験がない人材の場合、事前研修等を行うことが重要。 

⚫ 特に学校に講師派遣する場合、派遣者からの報告を義務付ける等、監督体制を明確

にする必要がある。 

活動 

経費の 

在り方 

文化施設の文化事業から支出する場合、①施設設置者（行政）からの予算措置、②文化関係

の助成金、③施設の事業収入（チケット売り上げ代金等）等による経費負担が考えられる。 

学校側からの経費支出の場合、従来の部活動経費を当てる等が考えられる。 

活動に参加する生徒が個別に負担する場合、保護者が月謝等の形で経費負担することとな

る。この場合、経費が高額にならないようにするなど、配慮が必要となる。 

いずれの場合においても、活動経費については契約や活動計画の中で事前に定め、関係者

が了承する必要がある。 

メリッ

ト 

教員の部活動指導負担が削減。ただし、学校派遣の場合にはどのような管理監督体制をと

るかについて、事前協議が必要となる。 

文化施設が保有する文化資源を活用するため、比較的高水準の指導を受けることが可能と

なるほか、文化施設で生徒のニーズを反映した計画を新規に立案・実施することが可能な

場合には多様な活動が可能。 

デメリ

ット 

文化施設が活動場所となる場合は、保護者による送迎等が必要となり、安全な移動手段を

確保する必要がある。 

指導者の質の保証が文化施設側にゆだねられており、トラブルを未然に防ぐ方策が求めら

れる。 

財源が単年度の予算措置等に依存している、又は、運営主体が指定管理者の場合は数年で

交代する可能性がある等、活動の継続性や安定性に課題がある。 

学校現場についての知見を持った人材が学校との調整に当たらない場合には、学校の教育

課程や学事歴等との調整が困難となる。 

指導上 

の工夫 

文化施設が活動場所となる場合は、活動日時を土日に限定するなど、生徒及び送迎者の負

担にならない工夫が必要となる。また、定期テストや受験等の学事歴を把握した上で、生

徒の負担にならない活動計画を策定する必要がある。 

文化施設に所属する人材等
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アーティスト 文化団体
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ト人材

講師派遣

施設での活動に参加

予算措置等
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参考 

事例 

文化施設による演劇教室の事例【p.●】 

文化施設による講師派遣の事例【p.●】 

 

課題への対応 

課題 想定される記載事項 

教員の部活

動指導負担 

顧問として教員が担っていた役割を文化施設側の人材が担うようになるため、教員

の部活動指導負担が軽減する。学校への講師派遣の場合には、教員の負担軽減の観点

から学校側と十分に協議を行い、活動計画を立案することが必要となる。 

多様な生徒

のニーズへ

の応答 

学校とともに同じ地域に根差した施設であるため、地域の生徒をよく把握すること

ができる。また、文化施設の特性上、多様な芸術団体との人脈を有しているため、多

様な生徒のニーズへの応答が可能となりやすい。 

一方、学校現場への理解を十分にもった人材を担当者として配置するなどし、学校と

の調整を丁寧に行うことが重要である。 

 


